
 

第46回山梨県環境保全審議会（平成28年3月24日開催） 

審議事項(4)資料 

 

 

 

 

 

温 泉 法 に 基 づ く 動 力 

装 置 の 許 可 に つ い て 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 気 水 質 保 全 課 

 



山梨県環境保全審議会温泉部会の審議結果 

（平成２８年１月６日付け大水保第２０２１号諮問事項） 

 

 

 

１ 温泉部会の実施時等 

   日 時 平成２８年２月１日（月） 午前１０時３０分～ 

   場 所 山梨県防災新館 ４０６会議室 

 

 ２ 審議事項 

（第１号議案） 南都留郡山中湖村山中２３７番地の１における 

山中湖村の動力の装置について 

 

 ３ 審議結果 

申請のとおり動力の装置を許可することが相当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申
請
者 

住  所 南都留郡山中湖村山中２３７番地の１ 

氏  名 山中湖村長 高村文教 

申 
 

請 
 

内 
 

容 

目  的 既設の日帰り入浴施設『石割の湯』への給湯 

利用計画 既設の日帰り浴施設『石割の湯』での浴用に利用 

申請地 南都留郡山中湖村平野字切戸屋１４９０番地 

掘削許可等 許可年月日 平成２６年３月１２日 

源泉の状況 自噴量 － ㍑/分 泉温 

２９.２ ℃：アルカリ性

単純温泉（低張性アルカ

リ性低温泉） 

動力の種類 
温泉用深井戸水中モーター

ポンプ 
出力 ３３.５７ kW 

揚湯量 ７０ ㍑/分 揚程 ６６６ ｍ 

着工予定 平成２８年４月１日 完了予定 平成２８年９月３０日 

その他 TA-550×190段ESP 

近 
 
 

隣 
 
 

の 
 
 

状 
 
 

況 
 
 

等 

 

① 申請地は一般地域である。 

 

② 周辺６００ｍ以内に既存源泉はなし。（申請地から約５６０ｍの位置に山中

湖村の１号源泉があるが、当該源泉は温泉非該当となっている。なお、山中

湖村の１号源泉については、本源泉利用開始時に埋め戻す予定である。） 

 

③ 申請地は、既設の日帰り入浴施設『石割の湯』の駐車場の一角に位置する。 

 

④ 平成２７年１１月に掘削完了後、自噴しないため動力装置の許可申請を行

うものである。 

 

⑤ 施設の温泉排水については、現状と同様、公共下水道へ接続する。 

 

 

 今回は申請者が市町村であるため、本県からの意見照会（※）を行わない

が、申請地が騒音規制法の第２種区域、振動規制法の第１種区域に該当して

いるため、山中湖村に対して環境法令を遵守するよう伝達済み。 

 ※ 通常は、騒音・振動の規制等の確認をするために、当県から管轄する

市町村長あて意見照会を行っているもの。 

第１号議案 山中湖村の動力装置申請について 
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２ 

山中湖温泉石割の湯ＨＰ参照（URL:http://www.ishiwarinoyu.jp/access/index.php） 

申請地点 

 

参考 申請地点の位置 

http://www.ishiwarinoyu.jp/access/index.php

